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   開     議 

 

 

○渋谷佐輔議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を行います。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、ございませ

ん。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 なお、加藤弘二教育委員長から、本日７日か

ら９日までの会議を欠席させてほしい旨の届け

出があり、許可いたしましたのでご報告いたし

ます。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 日程第１、市政一般に関する質

問を行います。 

 なお、質問の時間は、答弁を含めて60分以内

となっておりますので、ご協力をお願いいたし

ます。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 浅野敏明議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 順位１番、議席番号２番、浅野

敏明議員。 

  （２番浅野敏明議員登壇） 

○２番 浅野敏明議員 おはようございます。 

 市政一般に関する質問、１日目の１番目、創

生会の浅野敏明でございます。 

 このたびの一般質問では、スポーツに親しみ、

明るく元気なまちづくりの視点で質問を行いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 なお、通告書の内容で誤りがございましたの

で、ご訂正をお願いしたいと思います。 

 ４番の２、第12回商工会議所全国青年部サッ

カー大会についてでございますが、第14回の誤

りでございましたので、ご訂正をお願いしたい

と思います。 

 昭和36年に制定されたスポーツ振興法から50

年が経過した平成23年に、スポーツ基本法が制

定されました。スポーツ基本法第２条の基本理

念では、スポーツはこれを通じて幸福で豊かな

生活を営むことが人々の権利であることに鑑み、

国民が生涯にわたり、あらゆる機会とあらゆる

場所において、自主的かつ自律的にその適正及

び健康状態に応じて行うことができるようにす

ることを旨として推進されなければならないと

しています。また、法第４条では、地方公共団

体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する

施策を策定し実施する責務を有しています。ま

た、法第10条では、地方公共団体は、国が定め

るスポーツ基本計画をしんしゃくして、その地

方の実情に即した地方スポーツ推進計画を定め

るよう努めることとされています。また、法第

３章第１節スポーツの推進のための基礎的条件

の整備等では、スポーツ推進のための基盤とな

る指導者の養成、施設の整備、学校体育の充実、

国際交流・貢献の推進等が定められています。

また、第２節、多様なスポーツ機会の確保のた

めの環境の整備では、地域におけるスポーツ振

興など、多様なスポーツの機会を確保し、環境

を整備するための施策が定められています。ま

た、第４章、スポーツの推進に係る体制の整備

では、地方のスポーツの推進に関する重要事項

を調査審議するため、都道府県、市町村にスポ

ーツ審議会等の機関を置くことができる規定や、




